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基 発 0 7 0 1 第 ８ 号 

令和元年７月１日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

（公 印 省 略） 

医師、看護師等の宿日直許可基準について 

医師、看護師等（以下「医師等」という。）の宿日直勤務については、一般

の宿日直の場合と同様に、それが通常の労働の継続延長である場合には宿日

直として許可すべきものでないことは、昭和22年９月13日付け発基第17号通

達に示されているところであるが、医師等の宿日直についてはその特性に鑑

み、許可基準の細目を次のとおり定める。 

なお、医療法（昭和23年法律第205号）第16条には「医業を行う病院の管理

者は、病院に医師を宿直させなければならない」と規定されているが、その

宿直中の勤務の実態が次に該当すると認められるものについてのみ労働基準

法施行規則（昭和22年厚生省令第23号。以下「規則」という。）第23条の許

可を与えるようにされたい。 

本通達をもって、昭和24年３月22日付け基発第352号「医師、看護婦等の宿

直勤務について」は廃止するため、了知の上、取扱いに遺漏なきを期された

い。 

記 

１ 医師等の宿日直勤務については、次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、

宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合には、規則第23

条の許可（以下「宿日直の許可」という。）を与えるよう取り扱うこと。 

⑴ 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。す

なわち、通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している

間は、通常の勤務時間の拘束から解放されたとはいえないことから、そ

の間の勤務については、宿日直の許可の対象とはならないものであるこ
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と。 

⑵ 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置

を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。例えば、次に掲げ

る業務等をいい、下記２に掲げるような通常の勤務時間と同態様の業務

は含まれないこと。

・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等に

よる診察等（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師等に対する指

示、確認を行うこと

・ 医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例えば非

輪番日であるなど）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ

患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等

に対する指示、確認を行うこと

・ 看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例え

ば非輪番日であるなど）において、少数の軽症の外来患者や、かかり

つけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に

対する報告を行うこと

・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、

少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと

⑶ 上記⑴、⑵以外に、一般の宿日直の許可の際の条件を満たしているこ

と。

２ 上記１によって宿日直の許可が与えられた場合において、宿日直中に、

通常の勤務時間と同態様の業務に従事すること（医師が突発的な事故によ

る応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等に対応すること、又は看

護師等が医師にあらかじめ指示された処置を行うこと等）が稀にあったと

きについては、一般的にみて、常態としてほとんど労働することがない勤

務であり、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠がとり得るものである限

り、宿日直の許可を取り消す必要はないこと。また、当該通常の勤務時間

と同態様の業務に従事する時間について労働基準法（昭和22年法律第49号。

以下「法」という。）第33条又は第36条第１項による時間外労働の手続が

とられ、法第37条の割増賃金が支払われるよう取り扱うこと。 

したがって、宿日直に対応する医師等の数について、宿日直の際に担当

する患者数との関係又は当該病院等に夜間・休日に来院する急病患者の発

生率との関係等からみて、上記のように通常の勤務時間と同態様の業務に

従事することが常態であると判断されるものについては、宿日直の許可を

与えることはできないものであること。 

３ 宿日直の許可は、一つの病院、診療所等において、所属診療科、職種、
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時間帯、業務の種類等を限って与えることができるものであること。例え

ば、医師以外のみ、医師について深夜の時間帯のみといった許可のほか、

上記１⑵の例示に関して、外来患者の対応業務については許可基準に該当

しないが、病棟宿日直業務については許可基準に該当するような場合につ

いては、病棟宿日直業務のみに限定して許可を与えることも可能であるこ

と。  

４ 小規模の病院、診療所等においては、医師等が、そこに住み込んでいる

場合があるが、この場合にはこれを宿日直として取り扱う必要はないこと。 

 ただし、この場合であっても、上記２に掲げるような通常の勤務時間と

同態様の業務に従事するときには、法第33条又は第36条第１項による時間

外労働の手続が必要であり、法第37条の割増賃金を支払わなければならな

いことはいうまでもないこと。 
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